
令和８年度採用予定 身延町会計年度任用職員募集案内 

 

１ 応募受付期間 令和８年６月５日（金） ～ 令和８年６月１９日（金）【当日消印有効】 

 

２ 採用予定人数及び業務内容 

  別紙「勤務所属及び業務等一覧表」のとおり。 

 

３ 勤務条件 

任用期間 

任期の定めあり （令和８年７月１日 から 令和８年８月３１日まで） 

※勤務日数が１５日に達するまでは、条件付任用期間となり、この期間は延長され

る場合があります。 

勤務日 
別紙「勤務所属及び業務等一覧表」のとおり 

※国民の祝日に関する法律に規定する休日及び 8月 13日～8月 16日までは休み 

勤務時間 別紙「勤務所属及び業務等一覧表」のとおり 

勤務場所 別紙「勤務所属及び業務等一覧表」のとおり 

給料等 別紙「勤務所属及び業務等一覧表」のとおり 

諸手当 
給与関係の条例、規則等の規定により、通勤手当、期末勤勉手当が支給されます。 

※期末勤勉手当は、週の勤務回数や勤務時間により支給されない場合もあります。 

時間外勤務 別紙「勤務所属及び業務等一覧表」のとおり 

休暇 任用期間や勤務日数に応じて年次有給休暇を付与します。 

各種保険 
地方公務員共済（健康保険）、厚生年金保険、雇用保険の適用があります。 

（週の勤務回数や勤務時間により対象とならない場合があります。） 

公務災害 
非常勤職員の公務災害補償制度又は労働者災害補償保険のいずれか（職種によって

異なります。）が適用されます。 

受動喫煙 

防止措置 
敷地内禁煙 

服務 

地方公務員法に規定する服務の各規定が適用されます。（服務の宣誓、法令及び上司

の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、守秘義務、職務専念義務、政治

的行為の制限、争議行為等の禁止など） 

その他 

・給与等支給日：原則、翌月の１６日。 

・健康診断等あり（週の勤務回数や勤務時間により対象とならない場合がありま

す。） 

   

  注）採用までに関係条例、規則等の改正が行われた場合は、その規定により上記の内容を変更しま

す。 

  

４ 応募資格 

  応募に当たり、別紙「勤務所属及び業務等一覧表」の「要資格欄」に記載がない限り資格は必要あり

ませんが、地方公務員法第１６条の規定に基づき、以下に該当する方は応募できません。 

・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人 



・身延町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主

張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

 ※地方公務員法の改正が行われた場合は、その規定によります。 

 

５ 選考の方法 

   採用を行う所属にて書類選考及び面接試験を実施します。 

  選考は、令和８年６月中に順次実施します。書類選考を通過した方へ面接日時を通知し、面接試験を

実施します。 

 

６ 合格発表 

    書類選考、面接試験の実施後に順次、受験者全員に郵送で通知します。 

  ※合否結果について、電話や電子メール等による問い合わせにはお答えできません。 

 

７ 応募方法 

 ⑴ 提出書類 

  申込書 令和８年度 身延町会計年度任用職員募集申込書（様式あり） 

・申込書は、身延町ホームページからダウンロードできます。 

（ＵＲＬ： https://www.town.minobu.lg.jp/） 

・記入に当たっては、申込書の「記入上の留意点」をよく読んでください。 

・別紙「勤務所属及び業務等一覧表」の「要資格欄」に記載のある職種は、資格

を証明する書類の写しを添付してください。 

・申込書には、必要事項を記入し、写真を貼ってください。 

 ※写真の裏面に記名を必ずしてください。 

 

 ⑵ 提出方法 

   提出書類一式を入れた封筒の表に「会計年度任用職員応募申込」と朱書きし、封筒の裏に差出人の

住所・氏名を明記の上、令和８年６月１９日（金）まで（当日消印有効）に募集所属（勤務所属及び

業務等一覧表により確認）へ郵送又は持参により、お申込みください。 

   ※持参する場合の受付は、庁舎の開庁日の９時から１７時まで。（閉庁日の受付はできません） 

 

 ⑶ 宛先（持参先） 

   「勤務所属及び業務等一覧表」に記載の各募集所属あてにお願いします。 
   

  ※提出書類は返却いたしません。予めご了承ください。 

 

８ 個人情報の取扱いについて 

  募集申込書に記載された個人情報については、身延町会計年度任用職員に係る募集事務及び任用の

手続きに必要な範囲内で利用します。 

 【問い合わせ先】 

子育て支援課 子育て支援担当 

電話：０５５６－２０－４５８０  

（開庁日の 8:30～17:15） 



（令和８年度任用分・令和８年５月２７日現在）

所在地 電話番号

採用予定
人数

要資格

勤務日 月曜～土曜（各学童保育室でシフトを割振る）

勤務時間 7：30～18：30のうち6時間程度

休憩時間 なし

時間外勤務 なし

円～ 1,386円

町内学童保育室

変更なし

児童の指導、安全管理業務

変更なし

時給 1,306なし
学童保育補助員

（短期）
４人

変更の範囲 変更の範囲

任用直後任用直後

職種 勤務形態 報酬額（※）勤務場所業務内容

勤務所属及び業務等一覧表

※報酬額は、給与条例の改正があったときは変動する場合があります。

勤務所属 〒409-3304　身延町切石117-1 0556-20-4580子育て支援課

－1－


